
「Yahoo! BB 光 with フレッツサービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2025 年 1 月 16日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 1章 総  則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）

は、この Yahoo! BB 光 with フレッツサービス規約

（以下「本規約」といいます。）に従い、当社が別途

定める、東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日

本」といいます。）または、西日本電信電話株式会社

（以下「NTT西日本」といいます。）の提供するフレ

ッツ光のうち、会員が選択したサービスを利用し

て、Yahoo! BB 光 with フレッツサービス（後記第

2 条第 1号に定義し、以下「本サービス」といいま

す。）を提供するものとします。 

第 1章 総  則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）

は、この Yahoo! BB 光 with フレッツサービス規約

（以下「本規約」といいます。）に従い、当社が別途

定める、NTT東日本株式会社（以下「NTT東日本」と

いいます。）または、NTT西日本株式会社（以下

「NTT西日本」といいます。）の提供するフレッツ光

のうち、会員が選択したサービスを利用して、

Yahoo! BB 光 with フレッツサービス（後記第 2条

第 1号に定義し、以下「本サービス」といいます。）

を提供するものとします。 

第 3章 料金等の支払 

第 12条（利用期間、契約期間および解除料） 

1．本サービスの利用期間および契約期間は以下に定め

るとおりといたします。 

＜2012年 11 月 30日以前に申し込みを行った会員＞ 

第 8条に定める課金開始日の属する月を１ヵ月目

として、24 ヵ月目の末日までを最低利用期間とし

て提供されるものとします。 

＜2012年 12 月 1日以降に申し込みを行った会員＞ 

第 8 条に定める課金開始日の属する月を１ヵ月目

として、24 ヵ月目の末日までを契約期間とし、契

約期間の満了月までに解約の申し込みを行わなか

った場合は、更に 24 ヵ月間を契約期間として自動

更新されるものとします。 

2．本サービスの解除料は以下に定めるとおりといたし

ます。 

＜2012年 11 月 30日以前に申し込みを行った会員＞ 

会員によるサービスの解約、または当社によるサ

ービス契約の解除により、前項の最低利用期間が

経過する前でかつ、最低利用期間の最終月以外の

月に利用契約が終了した場合、会員は解除料とし

て 5,500円（税込）を一括して当社が定める期日

第 3章 料金等の支払 

第 12条（利用期間、契約期間および解除料） 

1．本サービスの利用期間および契約期間は以下に定め

るとおりといたします。 

＜2012年 11 月 30日以前に申し込みを行った会員＞ 

第 8条に定める課金開始日の属する月を１ヵ月目

として、24 ヵ月目の末日までを最低利用期間とし

て提供されるものとします。 

＜2012年 12 月 1日以降に申し込みを行った会員＞ 

第 8 条に定める課金開始日の属する月を１ヵ月目

として、24 ヵ月目の末日までを契約期間とし、契

約期間の満了月までに解約の申し込みを行わなか

った場合は、更に 24 ヵ月間を契約期間として自動

更新されるものとします。 

2．本サービスの解除料は以下に定めるとおりといたし

ます。 

＜2012年 11 月 30日以前に申し込みを行った会員＞ 

会員によるサービスの解約、または当社によるサ

ービス契約の解除により、前項の最低利用期間が

経過する前でかつ、最低利用期間の最終月以外の

月に利用契約が終了した場合、会員は解除料とし

て 5,500円（税込）を一括して当社が定める期日



までに支払うものとします。ただし、第 7章で定

めるプレミアムプランを契約した会員の解除料

は、本項の＜2012 年 12月 1日以降に申し込みを

行った会員＞に定める通りとします。 

＜2012年 12 月 1日以降に申し込みを行った会員＞ 

契約期間の満了日が属する月、翌月および翌々月以

外の月に、会員によるサービスの解約、または当社

によるサービス契約の解除により、利用契約を解約

した場合、会員は以下に定める解除料を一括して当

社が定める期日までに支払うものとします。 

(1) 利用契約の契約成立日が 2022年 6月 30日以前 

提供プラン 解除料 

ホーム 5,500円（税込） 

マンション 5,500円（税込） 

 

(2) 利用契約の契約成立日が 2022年 7月 1日以降 

提供プラン 解除料 

ホーム 1,320円（税込） 

マンション 1,045円（税込） 
 

までに支払うものとします。ただし、第 7章で定

めるプレミアムプランを契約した会員の解除料

は、本項の＜2012 年 12月 1日以降に申し込みを

行った会員＞に定める通りとします。 

＜2012年 12 月 1日以降に申し込みを行った会員＞ 

契約期間の満了日が属する月、翌月および翌々月以

外の月に、会員によるサービスの解約、または当社

によるサービス契約の解除により、利用契約を解約

した場合、会員は以下に定める解除料を一括して当

社が定める期日までに支払うものとします。 

(1) 利用契約の契約成立日が 2022年 6月 30日以前 

ただし 2025 年 7 月 1 日以降に利用契約が自動更新

された場合は(2)が適用されるものとします。 

提供プラン 解除料 

ホーム 5,500円（税込） 

マンション 5,500円（税込） 

 

(2)利用契約の契約成立日が 2022年 7月 1日以降 

提供プラン 解除料 

ホーム 1,320円（税込） 

マンション 1,045円（税込） 
 

第 8章 プレミアムに関する特約 

第 33条（契約期間および解除料） 

1．プレミアムの契約期間は以下に定める通りします。 

  ＜2012年 11月 30日以前に申し込みを行った会員＞ 

プレミアムの課金開始日の属する月を 1ヵ月目とし

て、24ヵ月目の末日までを契約期間とし、 

契約期間の満了の月までに解約の申し込みを行わ

なかった場合は、更に 24 ヵ月間を契約期間として

自動更新されるものとします。 

＜2012年 12 月 1日以降に申し込みを行った会員＞ 

  本サービスの契約期間に準じるものとします。 

2．プレミアムの解除料は以下に定める通りとします。 

  契約期間の満了日が属する月、翌月および翌々月以外

の月に、会員によるプレミアムの解約、または当社による

プレミアムの契約の解除をした場合、会員は解除料とし

て 3,300 円(税込)を一括して当社の定める期日までに支

第 8章 プレミアムに関する特約 

第 33条（契約期間および解除料） 

1．プレミアムの契約期間は以下に定める通りします。 

  ＜2012年 11月 30日以前に申し込みを行った会員＞ 

プレミアムの課金開始日の属する月を 1ヵ月目とし

て、24ヵ月目の末日までを契約期間とし、 

契約期間の満了の月までに解約の申し込みを行わな

かった場合は、更に 24 ヵ月間を契約期間として自

動更新されるものとします。 

＜2012年 12 月 1日以降に申し込みを行った会員＞ 

  本サービスの契約期間に準じるものとします。 

2．プレミアムの解除料は以下に定める通りとします。 

  契約期間の満了日が属する月、翌月および翌々月以外

の月に、会員によるプレミアムの解約、または当社によ

るプレミアムの契約の解除をした場合、会員は解除料と

して 3,300 円(税込)を一括して当社の定める期日までに



払うものとします。ただし、2022 年 7月 1日以降に本サ

ービスの契約が成立した会員のプレミアムの解除料は

275円（税込）とします。 

支払うものとします。ただし、2022年 7月 1日以降に本

サービスの契約が成立した会員または 2025 年 7 月 1 日

以降に利用契約が自動更新された会員のプレミアムの解

除料は 275円（税込）とします。 



「Yahoo! BB 光 with フレッツ(IPv6 IPoE)サービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2025 年 1 月 16日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 1章 総  則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）は、

この Yahoo! BB 光 with フレッツ（IPv6 IPoE）サービ

ス規約（以下「本規約」といいます。）に従い、当社が

別途定める、東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日

本」といいます。）または、西日本電信電話株式会社（以

下「NTT 西日本」といいます。）の提供するフレッツ光

のうち、会員が選択したサービスを利用して、Yahoo! 

BB 光 with フレッツ（IPv6 IPoE）サービス（後記第 2

条第 1号に定義し、以下「本サービス」といいます。）

を提供するものとします。 

第 1章 総  則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）は、

この Yahoo! BB 光 with フレッツ（IPv6 IPoE）サービ

ス規約（以下「本規約」といいます。）に従い、当社が

別途定める、NTT東日本株式会社（以下「NTT東日本」

といいます。）または、NTT西日本株式会社（以下「NTT

西日本」といいます。）の提供するフレッツ光のうち、

会員が選択したサービスを利用して、Yahoo! BB 光 

with フレッツ（IPv6 IPoE）サービス（後記第 2条第 1

号に定義し、以下「本サービス」といいます。）を提供

するものとします。 

第 3章 料金等の支払 

第 12条（利用期間、契約期間および解除料） 

1．本サービスの利用期間および契約期間は第 8条に定

める課金開始日の属する月を１ヵ月目として、24 ヵ

月目の末日までを契約期間とし、契約期間の満了月

までに解約の申し込みを行わなかった場合は、更に

24ヵ月間を契約期間として自動更新されるものとし

ます。 

2．本サービスの契約期間の満了日が属する月、翌月お

よび翌々月以外の月に、会員によるサービスの解

約、または当社によるサービス契約の解除により、

利用契約を解約した場合、会員は以下に定める解除

料を一括して当社が定める期日までに支払うものと

します。 

(1)利用契約の契約成立日が 2022年 6月 30日以前 

提供プラン 解除料 

ホーム 5,500円（税込） 

マンション 5,500円（税込） 

 

(2)利用契約の契約成立日が 2022年 7月 1日以降 

提供プラン 解除料 

ホーム 1,320円（税込） 

第 3章 料金等の支払 

第 12条（利用期間、契約期間および解除料） 

1．本サービスの利用期間および契約期間は第 8条に定

める課金開始日の属する月を１ヵ月目として、24 ヵ

月目の末日までを契約期間とし、契約期間の満了月

までに解約の申し込みを行わなかった場合は、更に

24ヵ月間を契約期間として自動更新されるものとし

ます。 

2．本サービスの契約期間の満了日が属する月、翌月お

よび翌々月以外の月に、会員によるサービスの解

約、または当社によるサービス契約の解除により、

利用契約を解約した場合、会員は以下に定める解除

料を一括して当社が定める期日までに支払うものと

します。 

(1)利用契約の契約成立日が 2022年 6月 30日以前 

ただし 2025年 7月 1日以降に利用契約が自動更新さ

れた場合は(2)が適用されるものとします。 

提供プラン 解除料 

ホーム 5,500円（税込） 

マンション 5,500円（税込） 

 

(2)利用契約の契約成立日が 2022年 7月 1日以降 



マンション 1,045円（税込） 
 

提供プラン 解除料 

ホーム 1,320円（税込） 

マンション 1,045円（税込） 
 



「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2025 年 1 月 16日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 1章 総  則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）は、

この Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約（以

下「本規約」といいます。）に従い、当社が別途定める、

東日本電信電話株式会社（以下「NTT 東日本」といい

ます。）または、西日本電信電話株式会社（以下「NTT

西日本」といいます。）の提供するフレッツ光のうち、

会員が選択したサービスを利用して、Yahoo! BB 光 

フレッツコースサービス（後記第 2 条第 1 号に定義

し、以下「本サービス」といいます。）を提供するもの

とします。 

第 1章 総  則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）は、

この Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約（以

下「本規約」といいます。）に従い、当社が別途定める、

NTT東日本株式会社（以下「NTT東日本」といいます。）

または、NTT西日本株式会社（以下「NTT西日本」とい

います。）の提供するフレッツ光のうち、会員が選択し

たサービスを利用して、Yahoo! BB 光 フレッツコー

スサービス（後記第 2条第 1号に定義し、以下「本サ

ービス」といいます。）を提供するものとします。 

第 3章 料金等の支払 

第 12条（利用期間、契約期間および解除料） 

1．本サービスの利用期間および契約期間は以下に定める

とおりといたします。 

＜2012年 11 月 30日以前に申し込みを行った会員＞ 

第 8条第 1項に定める課金開始日の属する月を１ヵ

月目として、24 ヵ月目の末日までを最低利用期間

として提供されるものとします。 

＜2012年 12 月 1日以降に申し込みを行った会員＞ 

第 8条第 1項に定める課金開始日の属する月を１ヵ

月目として、24 ヵ月目の末日までを契約期間とし、

契約期間の満了月までに解約の申し込みを行わな

かった場合は、更に 24 ヵ月間を契約期間として自

動更新されるものとします。 

2．本サービスの解除料は以下に定めるとおりといたし

ます。 

＜2012年 11 月 30日以前に申し込みを行った会員＞ 

会員によるサービスの解約、または当社によるサ

ービス契約の解除により、前項の最低利用期間が

経過する前でかつ、最低利用期間の最終月以外の

月に利用契約が終了した場合、会員は解除料とし

て 5,500円（税込）を一括して当社が定める期日

第 3章 料金等の支払 

第 12条（利用期間、契約期間および解除料） 

1．本サービスの利用期間および契約期間は以下に定める

とおりといたします。 

＜2012年 11 月 30日以前に申し込みを行った会員＞ 

第 8条第 1項に定める課金開始日の属する月を１ヵ

月目として、24 ヵ月目の末日までを最低利用期間

として提供されるものとします。 

＜2012年 12 月 1日以降に申し込みを行った会員＞ 

第 8条第 1項に定める課金開始日の属する月を１ヵ

月目として、24 ヵ月目の末日までを契約期間とし、

契約期間の満了月までに解約の申し込みを行わな

かった場合は、更に 24 ヵ月間を契約期間として自

動更新されるものとします。 

2．本サービスの解除料は以下に定めるとおりといたし

ます。 

＜2012年 11 月 30日以前に申し込みを行った会員＞ 

会員によるサービスの解約、または当社によるサ

ービス契約の解除により、前項の最低利用期間が

経過する前でかつ、最低利用期間の最終月以外の

月に利用契約が終了した場合、会員は解除料とし

て 5,500円（税込）を一括して当社が定める期日



までに支払うものとします。ただし、第 7章で定

めるプレミアムを契約した会員の解除料は、本項

の＜2012 年 12月 1日以降に申し込みを行った会

員＞に定める通りとします。 

＜2012年 12 月 1日以降に申し込みを行った会員＞ 

契約期間の満了日が属する月、翌月および翌々月以

外の月に、会員によるサービスの解約、または当社

によるサービス契約の解除により、利用契約を解約

した場合、会員は以下に定める解除料を一括して当

社が定める期日までに支払うものとします。 

(1)利用契約の契約成立日が 2022年 6月 30日以前 

提供プラン 解除料 

ホーム 5,500円（税込） 

マンション 5,500円（税込） 

(2)利用契約の契約成立日が 2022年 7月 1日以降 

提供プラン 解除料 

ホーム 1,320円（税込） 

マンション 1,045円（税込） 
 

までに支払うものとします。ただし、第 7章で定

めるプレミアムを契約した会員の解除料は、本項

の＜2012 年 12月 1日以降に申し込みを行った会

員＞に定める通りとします。 

＜2012年 12 月 1日以降に申し込みを行った会員＞ 

契約期間の満了日が属する月、翌月および翌々月以

外の月に、会員によるサービスの解約、または当社

によるサービス契約の解除により、利用契約を解約

した場合、会員は以下に定める解除料を一括して当

社が定める期日までに支払うものとします。 

(1) 利用契約の契約成立日が 2022年 6月 30日以前 

ただし 2025 年 7 月 1 日以降に利用契約が自動更新

された場合は(2)が適用されるものとします。 

提供プラン 解除料 

ホーム 5,500円（税込） 

マンション 5,500円（税込） 

(2)利用契約の契約成立日が 2022年 7月 1日以降 

提供プラン 解除料 

ホーム 1,320円（税込） 

マンション 1,045円（税込） 
 

第 8章 プレミアムに関する特約 

第 34条（契約期間および解除料） 

1．プレミアムの契約期間は以下に定める通りします。 

  ＜2012年 11月 30日以前に申し込みを行った会員＞ 

プレミアムの課金開始日の属する月を 1ヵ月目とし

て、24ヵ月目の末日までを契約期間とし、 

契約期間の満了の月までに解約の申し込みを行わ

なかった場合は、更に 24 ヵ月間を契約期間として

自動更新されるものとします。 

＜2012年 12 月 1日以降に申し込みを行った会員＞ 

  本サービスの契約期間に準じるものとします。 

2．プレミアムの解除料は以下に定める通りとします。 

 契約期間の満了日が属する月、翌月および翌々月以外の

月に、会員によるプレミアムの解約、または当社によるプ

レミアムの契約の解除をした場合、会員は解除料として

3,300 円(税込)を一括して当社の定める期日までに支払

うものとします。ただし、2022 年 7月 1日以降に本サー

第 8章 プレミアムに関する特約 

第 34条（契約期間および解除料） 

1．プレミアムの契約期間は以下に定める通りします。 

  ＜2012年 11月 30日以前に申し込みを行った会員＞ 

プレミアムの課金開始日の属する月を 1ヵ月目とし

て、24ヵ月目の末日までを契約期間とし、 

契約期間の満了の月までに解約の申し込みを行わな

かった場合は、更に 24 ヵ月間を契約期間として自

動更新されるものとします。 

＜2012年 12 月 1日以降に申し込みを行った会員＞ 

  本サービスの契約期間に準じるものとします。 

2．プレミアムの解除料は以下に定める通りとします。 

 契約期間の満了日が属する月、翌月および翌々月以外の

月に、会員によるプレミアムの解約、または当社によるプ

レミアムの契約の解除をした場合、会員は解除料として

3,300 円(税込)を一括して当社の定める期日までに支払

うものとします。ただし、2022 年 7月 1日以降に本サー



ビスの契約が成立した会員のプレミアムの解除料は 275

円（税込）とします。 

 

ビスの契約が成立した会員または 2025年 7月 1日以降に

利用契約が自動更新された会員のプレミアムの解除料は

275円（税込）とします。 

 

  



「Yahoo! BB 光 フレッツコース(IPv6 IPoE）サービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2025 年 1 月 16日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 1章 総  則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）は、

この Yahoo! BB 光 フレッツコース（IPv6  IPoE）サ

ービス規約（以下「本規約」といいます。）に従い、当

社が別途定める、東日本電信電話株式会社（以下「NTT

東日本」といいます。）または、西日本電信電話株式会

社（以下「NTT西日本」といいます。）の提供するフレ

ッツ光のうち、会員が選択したサービスを利用して、

Yahoo! BB 光 フレッツコース（IPv6 IPoE）サービス

（後記第 2条第 1号に定義し、以下「本サービス」と

いいます。）を提供するものとします。 

第 1章 総  則 

第 1条（本規約の適用） 

1．ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）は、

この Yahoo! BB 光 フレッツコース（IPv6  IPoE）サ

ービス規約（以下「本規約」といいます。）に従い、当

社が別途定める、NTT 東日本株式会社（以下「NTT 東

日本」といいます。）または、NTT西日本株式会社（以

下「NTT西日本」といいます。）の提供するフレッツ光

のうち、会員が選択したサービスを利用して、Yahoo! 

BB 光 フレッツコース（IPv6 IPoE）サービス（後記

第 2条第 1号に定義し、以下「本サービス」といいま

す。）を提供するものとします。 

第 3章 料金等の支払 

第 12条（契約期間および解除料） 

1．第 8条第 1項に定める課金開始日の属する月を１ヵ月

目として、24 ヵ月目の末日までを本サービスの契約

期間とし、契約期間の満了月までに解約の申し込みを

行わなかった場合は、更に 24 ヵ月間を契約期間とし

て自動更新されるものとします。 

2．本サービスの契約期間の満了日が属する月、翌月お

よび翌々月以外の月に、会員によるサービスの解

約、または当社によるサービス契約の解除により、

利用契約を解約した場合、以下に定める解除料を一

括して当社が定める期日までに支払うものとしま

す。 

(1) 利用契約の契約成立日が 2022年 6月 30日以前 

提供プラン 解除料 

ホーム 5,500円（税込） 

マンション 5,500円（税込） 

 

(2) 利用契約の契約成立日が 2022年 7月 1日以降 

提供プラン 解除料 

ホーム 1,320円（税込） 

第 3章 料金等の支払 

第 12条（契約期間および解除料） 

1．第 8条第 1項に定める課金開始日の属する月を１ヵ月

目として、24 ヵ月目の末日までを本サービスの契約

期間とし、契約期間の満了月までに解約の申し込みを

行わなかった場合は、更に 24 ヵ月間を契約期間とし

て自動更新されるものとします。 

2．本サービスの契約期間の満了日が属する月、翌月お

よび翌々月以外の月に、会員によるサービスの解

約、または当社によるサービス契約の解除により、

利用契約を解約した場合、以下に定める解除料を一

括して当社が定める期日までに支払うものとしま

す。 

(1) 利用契約の契約成立日が 2022年 6月 30日以前 

ただし 2025 年 7 月 1 日以降に利用契約が自動

更新された場合は(2)が適用されるものとしま

す。 

提供プラン 解除料 

ホーム 5,500円（税込） 

マンション 5,500円（税込） 

 

(2) 利用契約の契約成立日が 2022年 7月 1日以降 



マンション 1,045円（税込） 
 

提供プラン 解除料 

ホーム 1,320円（税込） 

マンション 1,045円（税込） 
 



「SoftBank Airサービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2025 年 1 月 16日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 9章 Yahoo! BB基本サービスに関する特約 

第 38条（契約期間および解除料） 

1．プレミアムの契約期間は、第 37条または第 40条に定

めるプレミアムの課金開始日の属する月を 1ヵ月目と

して、24ヵ月目の末日までとなります。契約期間の満

了月までに解約の申し込みを行わなかった場合は、更

に 24 ヵ月間を契約期間として自動更新されるものと

します。 

2．プレミアムの解除料は以下に定めるとおりとします。 

プレミアムの契約期間の満了日が属する月、翌月およ

び翌々月以外の月に、会員によるプレミアムの解約

（プレミアムからスタンダードへのプラン変更は含

みません。）、または当社によるプレミアムの契約解除

をした場合、会員は解除料として 3,300円(税込)を一

括して当社の定める期日までに支払うものとします。

ただし、本サービスの接続機器を購入した会員で、

2015 年 8 月 31 日以前に本サービスと同時にプレミア

ムの申し込みを行い、第 37 条に定めるプレミアムの

課金開始日の属する月を 1 ヵ月目として 25 ヵ月目の

月にプレミアムの契約を解除した場合はこの限りで

はないものとします。また、2022年 7月 1日以降に本

サービスの契約が成立、または本サービスの料金プラ

ンを変更した会員のプレミアムの解除料は 880円（税

込）とします。 

第 9章 Yahoo! BB基本サービスに関する特約 

第 38条（契約期間および解除料） 

1．プレミアムの契約期間は、第 37条または第 40条に定

めるプレミアムの課金開始日の属する月を 1ヵ月目と

して、24ヵ月目の末日までとなります。契約期間の満

了月までに解約の申し込みを行わなかった場合は、更

に 24 ヵ月間を契約期間として自動更新されるものと

します。 

2．プレミアムの解除料は以下に定めるとおりとします。 

(1) 利用契約の契約成立日が 2024年 2月 13日以前 

プレミアムの契約期間の満了日が属する月、翌月およ

び翌々月以外の月に、会員によるプレミアムの解約

（プレミアムからスタンダードへのプラン変更は含

みません。）、または当社によるプレミアムの契約解除

をした場合、会員は解除料として 3,300円(税込)を一

括して当社の定める期日までに支払うものとします。

ただし、本サービスの接続機器を購入した会員で、

2015 年 8 月 31 日以前に本サービスと同時にプレミア

ムの申し込みを行い、第 37 条に定めるプレミアムの

課金開始日の属する月を 1 ヵ月目として 25 ヵ月目の

月にプレミアムの契約を解除した場合はこの限りで

はないものとします。また、2022年 7月 1日以降に本

サービスの契約が成立、本サービスの料金プランを変

更または 2025 年 7 月 1 日以降に利用契約が自動更新

された会員のプレミアムの解除料は 880円（税込）と

します。 

(2) 利用契約の契約成立日が 2024年 2月 14日以降 

プレミアムの契約期間の満了日が属する月、翌月およ

び翌々月以外の月に、会員によるプレミアムの解約

（プレミアムからスタンダードへのプラン変更は含

みません。）、または当社によるプレミアムの契約解除

をした場合、会員は解除料として 605円(税込)を一括

して当社の定める期日までに支払うものとします。 

(2025年 1月 16日改定実施) (2025年 1月 16日改定実施) 



(2025年 7月 1日改定実施) 

2021 年 9 月 14 日以前に締結された契約期間設定のある

プランの解除料に関する提供条件は、2021 年 9 月 15 日

改定実施時附則にかかわらず、次の規定によります。その

他の提供条件及び当社が提供する固定ブロードバンドサ

ービス（付随するオプションサービスを含む）を同月内に

解約することにより解除料が重複して発生する場合の提

供条件は変更ありません。 

本サービスの解除料は以下に定めるとおりとします。 

 

(1)2025 年 7 月 1 日以降に利用契約が自動更新されてい

ない場合 

契約期間の満了日が属する月、翌月および翌々月以外の

月に、会員によるサービスの解約、当社によるサービス契

約の解除により利用契約を解約した場合、会員は解除料

として 10,450円（税込）を一括して当社が定める期日ま

でに支払うものとします。 

 

(2)2025 年 7 月 1 日以降に利用契約が自動更新された場

合 

解除前プラン/変更前プラン 解除料 

2 年自動更新プラン（旧） 4,615円（税込） 

2 年自動更新プラン 5,368円（税込） 

 

ただし、以下に該当する場合はこの限りではないものと

します。 

(1) 2015 年 8 月 31 日以前に本サービスへ申し込みを行

い、かつ接続機器を購入し、第 9 条第 1 項に定める課金

開始日の属する月を 1ヵ月目として 25ヵ月目の月に本サ

ービスの契約を解除した場合 

(2) 第 8条第 4項に該当する場合または移転後 8日以内

に会員が当社所定の方法により接続不可の申告をし、当

社が当該申告を承諾した場合 

 



「SoftBank 光サービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2025 年 6 月 2日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 1章 総  則 

第 2条（定義） 

(9)「NTT東西」とは、東日本電信電話株式会社（以下「NTT

東日本」といいます。）と西日本電信電話株式会社（以

下「NTT 西日本」といいます。）の両方またはどちらか

一方をいいます。 

第 1章 総  則 

第 2条（定義） 

(9)「NTT東西」とは、NTT東日本株式会社（以下「NTT東

日本」といいます。）と NTT西日本株式会社（以下「NTT

西日本」といいます。）の両方またはどちらか一方をい

います。 

第 5章 契約期間 

第 24条（契約期間及び解除料） 

2.（3）契約期間の満了日が属する月、翌月および翌々月

以外の月に、会員によるサービスの解約、当社によるサ

ービス契約の解除により利用契約を解約した場合、ま

たはプラン変更をした場合、以下に定める解除料を一

括して当社 が定める期日までに支払うものとします。

ただし、2 年自動更新プランから 5 年自動更新 プラ

ン（TV セット）へのプラン変更をした場合は、上記解

除料は発生しないものとします。 

 

a.利用契約の契約成立日が 2022年 6月 30日以前 

 

但し、5 年自動更新プラン（TV セット）から 2 年自動更

新プランへプラン変更をした場合の解除料は 6,050円（税

込）とします。 

 

また、以下に該当する場合は、本号 b.が適用されるも

のとします。 

 本条第 3 項に定めるプラン変更完了日が 2022 年 7 月

1 日以降の場合 

 東西の提供区域を跨ぐ移転を行い、第 16 条第 3 項に

定める移転先での工事が完了した日が 2022 年 7 月 1

日以降の場合 

 ファミリー・10ギガの利用契約の場合 

（なお、2022年 7月 1日以降にファミリー・10ギガの

第 5章 契約期間 

第 24条（契約期間及び解除料） 

2.（3）契約期間の満了日が属する月、翌月および翌々月

以外の月に、会員によるサービスの解約、当社によるサ

ービス契約の解除により利用契約を解約した場合、ま

たはプラン変更をした場合、以下に定める解除料を一

括して当社 が定める期日までに支払うものとします。

ただし、2 年自動更新プランから 5 年自動更新 プラ

ン（TV セット）へのプラン変更をした場合は、上記解

除料は発生しないものとします。 

 

a.利用契約の契約成立日が 2022年 6月 30日以前 

 

但し、5年自動更新プラン（TVセット）から 2年自動更 

新プランへプラン変更をした場合の解除料は 6,050円（税 

込）とします。 

 

また、以下に該当する場合は、本号 b.が適用されるも

のとします。 

 本条第 3 項に定めるプラン変更完了日が 2022 年 7 月

1 日以降の場合 

 東西の提供区域を跨ぐ移転を行い、第 16 条第 3 項に

定める移転先での工事が完了した日が 2022 年 7 月 1

日以降の場合 

 ファミリー・10ギガの利用契約の場合 

（なお、2022年 7月 1日以降にファミリー・10ギガの



利用契約が成立し、かつ、同年 8月 31日までに解約し

た場合の解除料は 6,930円（税込）となります） 

利用契約が成立し、かつ、同年 8 月 31 日までに解約

した場合の解除料は 6,930円（税込）となります） 

 2025 年 7 月 1 日以降に利用契約が自動更新された場

合 

 

 

  



「テレビ伝送サービス利用規約」新旧対照表 

改定前 

（2023 年 6 月 1日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 3条（用語の定義） 

3. 本サービス 

  映像通信網サービスであって、当社が指定する映像

通信網サービスの第１種契約者回線（以下「第１種契約

者回線」といいます。）からの着信のために提供するも

のでテレビ伝送サービスの名称で提供するものをいい

ます。なお、ここでいう当社指定の映像通信網サービス

とは、東日本電信電話株式会社ならびに西日本電信電

話株式会社（以下、合わせて「NTT東西」といいます。）

が別に契約する登録一般放送事業者との「映像通信網

サービスに関する契約書」に基づき提供する映像通信

網サービスのことをいい、以下同じとします。 

第 3条（用語の定義） 

3. 本サービス 

  映像通信網サービスであって、当社が指定する映像

通信網サービスの第１種契約者回線（以下「第１種契

約者回線」といいます。）からの着信のために提供す

るものでテレビ伝送サービスの名称で提供するもの

をいいます。なお、ここでいう当社指定の映像通信網

サービスとは、NTT東日本株式会社ならびに NTT西日

本株式会社（以下、合わせて「NTT東西」といいます。）

が別に契約する登録一般放送事業者との「映像通信

網サービスに関する契約書」に基づき提供する映像

通信網サービスのことをいい、以下同じとします。 

第 8条（契約申込の承諾） 

1. 本サービスの利用契約は、テレビ伝送サービス基本

工事（映像用終端装置の設置工事をいいます。）の工

事完了日を契約成立日とします。 

第 8条（契約申込の承諾） 

1. 本サービスの利用契約は、以下に定める日に成立す

るものとします。 

(1) 映像用終端装置の設置工事を行う場合、工事完了日 

(2) 映像用終端装置の設置工事が発生しない場合、

SoftBank 光サービス規約に基づき利用回線の利用

契約が成立した日 

 

  



 

「機器レンタル規約」新旧対照表 

改定前 

（2025 年 4 月 16日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 1章 総則 

第 2条（定義） 

(8) 「ひかり電話」とは、東日本電信電話株式会社と西

日本電信電話株式会社が「音声利用 IP 通信網サー

ビス契約約款」に基づき提供する、フレッツ光を利

用した光 IP電話サービスのことをいいます。 

第 1章 総則 

第 2条（定義） 

(8) 「ひかり電話」とは、NTT 東日本株式会社と NTT 西

日本株式会社が「音声利用 IP 通信網サービス契約

約款」に基づき提供する、フレッツ光を利用した光

IP電話サービスのことをいいます。 

 

  



「BBフォン利用規約」新旧対照表 

改定前 

（2024 年 4 月 1日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 1章 総則 

第 2条（定義） 

（11）「特定協定事業者」とは、東日本電信電話株式会社

（以下「NTT東日本」といいます。）または西日本電

信電話株式会社（以下「NTT西日本」といいます。）

をいいます。 

第 1章 総則 

第 2条（定義） 

（11）「特定協定事業者」とは、NTT 東日本株式会社（以

下「NTT東日本」といいます。）または NTT西日本株

式会社（以下「NTT西日本」といいます。）をいいま

す。 

 

  



「光電話(Ｎ)サービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2023 年 6 月 14日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 1章 総則 

第 2条（定義） 

（11）「特定協定事業者」 

東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日本」とい

います。）又は西日本電信電話株式会社（以下「NTT

西日本」といいます。） 

第 1章 総則 

第 2条（定義） 

（11）「特定協定事業者」 

NTT東日本株式会社（以下「NTT東日本」といいま

す。）又は NTT西日本株式会社（以下「NTT西日本」

といいます。） 

 

  



「『BBセキュリティ』サービス利用規約」新旧対照表 

改定前 

（2024 年 4 月 1日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 1章 総則 

第 2条（用語の定義） 

(12)「SoftBank 光」とは、東日本電信電話株式会社およ

び西日本電信電話株式会社の提供する光コラボレー

ションモデルを活用し当社が提供する、光ファイバ

ーを用いた電気通信サービスおよびインターネット

接続サービスの総称をいいます。 

第 1章 総則 

第 2条（用語の定義） 

(12)「SoftBank 光」とは、NTT東日本株式会社および NTT

西日本株式会社の提供する光コラボレーションモ

デルを活用し当社が提供する、光ファイバーを用い

た電気通信サービスおよびインターネット接続サ

ービスの総称をいいます。 

 

  



「BBコンテンツサービス利用規約」新旧対照表 

改定前 

（2020 年 4 月 1日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 1章 総則 

第 2条（用語の定義） 

11．「特定協定事業者」とは、東日本電信電話株式会社ま

たは西日本電信電話株式会社をいいます。 

第 1章 総則 

第 2条（用語の定義） 

11．「特定協定事業者」とは、NTT 東日本株式会社または

NTT西日本株式会社をいいます。 

 

  



「BBコンテンツサービス利用規約『BBソフト』サービス個別規定」新旧対照表 

改定前 

（2024 年 4 月 1日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 1章 総則 

第 2条（用語の定義） 

12. 「SoftBank 光」とは、東日本電信電話株式会社およ

び西日本電信電話株式会社の提供する光コラボレー

ションモデルを活用し当社が提供する、光ファイバ

ーを用いた電気通信サービスおよびインターネット

接続サービスの総称をいいます。 

第 1章 総則 

第 2条（用語の定義） 

12. 「SoftBank 光」とは、NTT東日本株式会社および NTT

西日本株式会社の提供する光コラボレーションモ

デルを活用し当社が提供する、光ファイバーを用い

た電気通信サービスおよびインターネット接続サ

ービスの総称をいいます。 

 

  



 

「BBサポートワイド会員規約」新旧対照表 

改定前 

（2024 年 4 月 1日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 2条（定義） 

12．「SoftBank 光」とは、東日本電信電話株式会社および

西日本電信電話株式会社の提供する光コラボレーシ

ョンモデルを活用し当社が提供する、光ファイバー

を用いた電気通信サービスおよびインターネット接

続サービスの総称をいいます。 

第 2条（定義） 

12．「SoftBank 光」とは、NTT東日本株式会社および NTT

西日本株式会社の提供する光コラボレーションモ

デルを活用し当社が提供する、光ファイバーを用い

た電気通信サービスおよびインターネット接続サ

ービスの総称をいいます。 

 

  



「リモートサポートサービス（N）利用規約」新旧対照表 

改定前 

（2023 年 6 月 1日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 10条（著作権等）  

1. 本サービスにおいて当社が会員に提供する一切の物

品（本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、

ホームページ、メールマガジン等を含みます。）に関

する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等

の一切の知的所有権は、当社、東日本電信電話株式

会社、西日本電信電話株式会社（以下総称して「NTT

東西」といいます。）及び株式会社オプティム(以下

「オプティム」といいます。)または本製品を製作す

る上で必要となるソフトウェアの使用を NTT東西お

よびオプティムに対して許可する者に帰属するもの

とします。 

第 10条（著作権等）  

1. 本サービスにおいて当社が会員に提供する一切の

物品（本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、

ホームページ、メールマガジン等を含みます。）に関

する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等

の一切の知的所有権は、当社、NTT東日本株式会社、

NTT西日本株式会社（以下総称して「NTT東西」とい

います。）及び株式会社オプティム(以下「オプティ

ム」といいます。)または本製品を製作する上で必要

となるソフトウェアの使用を NTT東西およびオプテ

ィムに対して許可する者に帰属するものとします。 

 

  



「24時間出張修理オプション（N）サービス利用規約」新旧対照表 

改定前 

（2025 年 4 月 16日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 2条（定義）  

9. 「NTT 東西」とは、東日本電信電話株式会社と西日

本電信電話株式会社の両方またはどちらか一方をい

います。 

第 2条（定義）  

9. 「NTT東西」とは、NTT東日本株式会社と NTT西日本

株式会社の両方またはどちらか一方をいいます。 

 

  



「7-22時出張修理オプション（N）サービス利用規約」新旧対照表 

改定前 

（2025 年 4 月 16日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 2条（定義）  

8. 「NTT 東西」とは、東日本電信電話株式会社と西日

本電信電話株式会社の両方またはどちらか一方をい

います。 

第 2条（定義）  

8. 「NTT東西」とは、NTT東日本株式会社と NTT西日本

株式会社の両方またはどちらか一方をいいます。 

 

  



「あんしん交換保証利用規約」新旧対照表 

改定前 

（2025 年 4 月 16日付） 

改定後 

（2025 年 7 月 1日付） 

第 1章 総則 

第 2条（定義）  

(8)「SoftBank 光」とは、東日本電信電話株式会社および

西日本電信電話株式会社の提供する光コラボレーシ

ョンモデルを活用し当社が提供する、光ファイバー

を用いた電気通信サービスおよびインターネット接

続サービスの総称をいいます。 

第 1章 総則 

第 2条（定義）  

(8)「SoftBank 光」とは、NTT東日本株式会社および NTT

西日本株式会社の提供する光コラボレーションモ

デルを活用し当社が提供する、光ファイバーを用い

た電気通信サービスおよびインターネット接続サ

ービスの総称をいいます。 

 

 

 

 


